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 ご意見の要旨 本市の考え方 

1 

東区内に小中の支援学校

を開設することや、堺市内に

高等部の支援学校を開設す

ることを検討してほしい。 

市立支援学校全体のあり方については、児童生徒数の推移

を見極めた上で整備の計画の必要性を含め検討を進めます。

市立支援学校高等部の設置については、専門的な教育内容や

施設整備、人材確保など多くの要素を満たす必要があり、特別

支援教育における大阪府教育委員会との役割分担等も踏まえ

慎重に検討する必要があると考えています。今後も大阪府教

育委員会などの関係機関と連携し、知的障害のあるこどもた

ちが個々の希望に応じて多様な進路を選択することができる

よう取り組みます。いただいたご意見は今後の市政運営の参

考とさせていただきます。 

2 

悪徳な不動産業者や建設

業者などを処罰できる堺市

独自の条例を制定してほし

い。 

 宅地建物取引業者や建設業者の指導・監督、違反行為に対す

る処分は、国または大阪府が所管しており、堺市独自で不動産

業者や建設業者を処罰する条例を制定することは法令上の権

限の範囲外となります。いただいたご意見は今後の市政運営

の参考とさせていただきます。 

3 

路上喫煙やポイ捨てを禁

止する条例を制定してほし

い。 

本市では「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条

例」（平成 21年施行）に基づき、公共の場所（道路、広場、公

園等）において喫煙をしないように努力義務を課し、吸い殻や

空き缶、紙くず等のポイ捨てを禁止しています。本条例では

「路上喫煙等禁止区域」を指定して、区域内に指定喫煙所を４

か所設置しています。また「堺市路上喫煙等マナー向上に関す

る要綱」（平成 26年施行）に基づき、「路上喫煙等マナー向上

重点啓発区域」を指定し、各区域に指定喫煙所を設置していま

す。本市では喫煙者のマナーやモラルの向上が最重要と考え

ており、今後も路上喫煙やポイ捨ての防止に向け、主要駅前で

の啓発看板の設置や様々な広報媒体を活用した啓発活動に粘

り強く取り組みます。 

4 

東区内には警察署がない

ため、地域安全のために東区

内に警察署を設置してほし

い。 

 警察署の新設については、大阪府警察において判断されま

す。いただいたご意見は、大阪府警察にお伝えします。区とし

ても引き続き大阪府警察をはじめ地域の皆様とも連携し、安

全・安心なまちに向けて取り組みます。 
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5 

歩行者自転車専用道路に

侵入する車両の取り締まり

を強化し、また歩行者自転車

専用道路の設定の必要性を

精査すべき。 

 歩行者・自転車専用道路の安全確保は重要な課題と認識し

ており、警察の許可を得ていない車両や通行許可証を掲示し

ていない車両が通行している場合には管轄する警察署に情報

を共有し、巡回や指導、法令遵守の周知徹底の実施を申し入れ

ます。また歩行者・自転車専用道路の規制の継続や時間指定・

休日解除については地域の要望に応じて適切に対応します。

今後も安全で快適な通行環境の確保に努めます。 

6 

大阪都構想についての考

え方についてビジョンで示

すべき。 

いわゆる大阪都構想は、大都市特別区設置法に基づき、大阪

市を廃止、分割して特別区を設置し、広域自治体と基礎自治体

の役割分担を明確にし、広域機能を大阪府に一元化する新た

な大都市制度と認識しています。政令指定都市に移行して 20 

年の節目を迎える本市では、効果的かつ効率的な区行政を推

進しており、これまでもこの議論には入っていません。 


